
第９０号議案 

第

九

十

号

議

案

 

  

江

戸

川

区

街

づ

く

り

推

進

に

伴

う

移

転

資

金

貸

付

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

 
例

 

   

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。

 

  

平

成

二

十

四

年

十

一

月

二

十

九

日

 

  

提

出

者

 
 

江

戸

川

区

長

 

多

田

正

見

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     



第９０号議案 

江

戸

川

区

街

づ

く

り

推

進

に

伴

う

移

転

資

金

貸

付

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

 

江

戸

川

区

街

づ

く

り

推

進

に

伴

う

移

転

資

金

貸

付

条

例

（

平

成

二

年

三

月

江

戸

川

区

条

例

第

十

六

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

第

一

条

中

「

移

転

資

金

」

を

「

移

転

等

の

資

金

」

に

改

め

る

。

 

第

二

条

中

第

五

号

を

第

七

号

と

し

、

第

四

号

を

第

六

号

と

し

、

同

条

第

三

号

中

「

移

転

等

」

の

下

に

「

、

清

算

金

の

支

払

又

は

隣

接

地

の

購

入

」

を

加

え

、

同

号

を

同

条

第

五

号

と

し

、

同

条

第

二

号

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

 

二

 

移

転

等

 

街

づ

く

り

事

業

の

施

行

に

伴

う

も

の

で

あ

っ

て

、

次

の

各

号

の

い

ず

れ

か

に

該

当

す

る

も

の

を

い

う

。

 

 

イ

 

建

築

物

の

購

入

、

新

築

、

改

造

若

し

く

は

借

入

れ

又

は

土

地

の

購

入

若

し

く

は

借

入

れ

等

の

代

替

物

件

の

取

得

 

 

ロ

 

営

業

再

開

等

の

た

め

に

必

要

な

準

備

 

第

二

条

第

二

号

の

次

に

次

の

二

号

を

加

え

る

。

 

三

 

清

算

金

の

支

払

 

土

地

区

画

整

理

事

業

に

お

け

る

清

算

金

の

支

払

を

い

う

。

 

四

 

隣

接

地

の

購

入

 

自

ら

が

所

有

し

て

い

る

土

地

と

一

体

と

す

る

た

め

に

、

街

づ

く

り

事

業

の

施

行

区

域

に

隣

接

し

た

土

地

を

購

入

す

る

こ

と

又

は

土

地

区

画

整

理

事

業

の

施

行

に

当

た

り

、

当

該

施

行

区

域

内

に

土

地

を

自

ら

所

有

す

る

者

が

、

既

に

所

有

し

て

い

る

土

地

と

一

体

と

す

る

た

め

に

土

地

を

購

入

す

る

こ

と

を

い

う

。
 

第

三

条

第

一

項

中

「

の

各

号

」

を

削

り

、

同

項

第

一

号

中

「

対

象

者

」

の

下

に

「

（

補

償

契
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約

等

を

締

結

し

た

日

か

ら

貸

付

け

の

申

込

み

の

日

ま

で

に

一

年

を

経

過

し

て

い

な

い

者

に

限

る

。

た

だ

し

、

区

長

が

特

に

必

要

と

認

め

る

場

合

を

除

く

。

）

又

は

隣

接

地

を

購

入

す

る

者

」

を

加

え

、

第

二

号

を

削

り

、

第

三

号

を

第

二

号

と

し

、

第

四

号

を

第

三

号

と

し

、

第

五

号

を

第

四

号

と

し

、

同

条

第

二

項

中

「

支

払

い

」

を

「

支

払

」

に

、

「

同

項

第

三

号

」

を

「

同

項

第

二

号

」

に

、

「

第

五

号

」

を

「

第

四

号

ま

で

」

に

改

め

る

。

 

 

第

四

条

の

見

出

し

中

「

及

び

貸

付

額

」

を

削

り

、

同

条

第

二

項

中

「

の

各

号

」

を

削

り

、

同

項

に

次

の

た

だ

し

書

を

加

え

る

。

 

た

だ

し

、

隣

接

地

の

購

入

の

場

合

を

除

く

。

 

第

四

条

第

二

項

第

二

号

中

「

江

戸

川

区

」

の

下

に

「

（

以

下

「

区

」

と

い

う

。

）

が

施

行

す

る

街

づ

く

り

事

業

」

を

加

え

、

「

街

づ

く

り

事

業

で

あ

る

こ

と

。

」

を

「

土

地

区

画

整

理

事

業

に

伴

い

、

移

転

等

を

行

う

場

合

」

に

改

め

、

同

条

第

三

項

を

削

り

、

同

条

の

次

に

次

の

一

条

を

加

え

る

。

 

（

貸

付

額

）

 

第

四

条

の

二

 

一

般

貸

付

金

の

貸

付

額

は

、

三

千

万

円

を

限

度

と

し

、

次

に

定

め

る

額

ま

で

貸

し

付

け

る

こ

と

が

で

き

る

。

 

 

一

 

移

転

補

償

金

に

相

当

す

る

額

の

二

分

の

一

以

内

と

す

る

。

こ

の

場

合

に

お

い

て

、

当

該

相

当

額

が

五

百

万

円

未

満

の

と

き

は

、

五

百

万

円

ま

で

貸

し

付

け

る

こ

と

が

で

き

る

。

 

 

二

 

前

号

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

原

則

と

し

て

移

転

の

際

、

七

十

平

方

メ

ー

ト

ル

未

満

の

土

地

を

所

有

す

る

者

が

、

土

地

の

購

入

資

金

を

必

要

と

す

る

と

き

は

、

千

五

百

万

円

を

上
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限

と

し

て

、

前

号

の

規

定

に

よ

る

貸

付

額

に

加

え

て

貸

し

付

け

る

こ

と

が

で

き

る

。

 

 
三

 

区

か

ら

助

成

を

受

け

て

建

築

物

を

共

同

化

す

る

場

合

に

あ

っ

て

は

、

移

転

補

償

金

に

相

当

す

る

額

以

内

と

す

る

。

 

 

四

 
清

算

金

の

支

払

を

す

る

場

合

に

あ

っ

て

は

、

徴

収

額

以

内

と

す

る

。

 

五

 

隣

接

地

を

購

入

す

る

場

合

に

あ

っ

て

は

、

千

五

百

万

円

を

限

度

に

、

土

地

の

購

入

額

以

内

と

す

る

。
 

２

 

特

別

貸

付

金

の

貸

付

額

は

、

千

万

円

を

限

度

と

す

る

。

 

第

五

条

の

見

出

し

中

「

等

」

を

削

り

、

同

条

第

二

項

中

「

江

戸

川

区

」

を

「

区

」

に

改

め

、

「

区

域

内

」

の

下

に

「

（

区

の

区

域

内

に

限

る

。

）

」

を

加

え

、

「

償

還

金

の

額

」

を

「

貸

付

利

率

」

に

改

め

、

「

で

算

定

し

た

額

」

を

削

る

。

 

 

第

八

条

中

「

の

各

号

」

を

削

り

、

「

に

よ

り

、

移

転

等

」

を

「

に

よ

り

、

移

転

等

、

清

算

金

の

支

払

又

は

隣

接

地

の

購

入

」

に

改

め

、

同

条

第

一

号

中

「

貸

付

け

」

を

「

移

転

等

に

お

い

て

は

、

貸

付

け

」

に

、

「

二

箇

月

」

を

「

二

月

」

に

改

め

、

「

着

手

」

の

下

に

「

し

、

貸

付

け

の

決

定

を

受

け

た

日

か

ら

一

年

以

内

で

、

区

長

が

指

定

す

る

期

限

内

に

、

移

転

等

を

完

了

」

を

加

え

、

同

条

第

二

号

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

 

 

二

 

清

算

金

の

支

払

に

お

い

て

は

、

土

地

区

画

整

理

事

業

の

施

行

者

が

定

め

た

期

日

ま

で

に

支

払

を

完

了

す

る

こ

と

。

 

 

第

八

条

に

次

の

一

号

を

加

え

る

。

 

 

三

 

隣

接

地

の

購

入

に

お

い

て

は

、

前

条

の

規

定

に

よ

る

貸

付

け

の

決

定

を

受

け

た

日

か

ら
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二

月

以

内

に

、

土

地

取

得

の

契

約

を

締

結

す

る

こ

と

。

 

 
第

九

条

第

一

項

中

「

受

け

た

者

」

の

下

に

「

（

以

下

「

借

受

人

」

と

い

う

。

）

」

を

、

「

移

転

等

」

の

下

に

「

又

は

隣

接

地

の

購

入

」

を

加

え

る

。

 

 

第

十

条

第

三

項

、

第

十

一

条

及

び

第

十

二

条

第

一

項

中

「

資

金

の

貸

付

け

を

受

け

た

者

」

を

「

借

受

人

」

に

改

め

る

。

 

 

第

十

三

条

中

「

資

金

の

貸

付

け

を

受

け

た

者

」

を

「

借

受

人

」

に

改

め

、

同

条

第

三

号

中

「

抵

当

権

」

の

下

に

「

又

は

質

権

」

を

加

え

る

。

 

 

付

 

則

 

こ

の

条

例

は

、

平

成

二

十

五

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

   

（

説

明

）

 

街

づ

く

り

推

進

に

伴

う

移

転

資

金

の

貸

付

け

の

対

象

者

に

街

づ

く

り

事

業

の

施

行

区

域

に

隣

接

し

た

土

地

等

の

購

入

者

を

加

え

る

ほ

か

、

規

定

を

整

備

す

る

必

要

が

あ

る

の

で

、

本

案

を

提

出

い

た

し

ま

す

。

 


